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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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   Ｃ１０Ｍ 137/10     (2006.01)
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【手続補正書】
【提出日】平成27年10月19日(2015.10.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハイブリッド駆動車両および／またはマイクロハイブリッド駆動車両の内燃エンジンの
軸受の摩耗を減少させるため、ならびに、当該内燃エンジンの金属表面および／またはポ
リマー表面および／またはアモルファスカーボン表面を潤滑するための、少なくとも１種
の基油および少なくとも１種の有機モリブデン化合物を含む潤滑組成物の使用。
【請求項２】
　請求項１に記載の使用において、マイクロハイブリッド駆動車両に、スターターオルタ
ネーターまたはヘビーデューティスターターが備えられている、使用。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の使用において、内燃エンジンのコンロッド軸受の摩耗を減少
させるための使用。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の使用において、内燃エンジンの寿命を増加させ
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るための使用。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の使用において、内燃エンジンの軸受の交換間隔
を延長させるための使用。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の使用において、潤滑剤組成物が、有機モリブデ
ン化合物を、当該潤滑剤組成物の総質量に対して、質量％で、０．１～１０％含む、使用
。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項に記載の使用において、有機モリブデン化合物が、モリ
ブデンジチオカルバメート類および／またはモリブデンジチオホスフェート類から選択さ
れる、単独または混合物の有機モリブデン化合物である、使用。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか一項に記載の使用において、有機モリブデン化合物が、下記
の式（Ｉ）で表されるモリブデンジチオカルバメート類から選択される、使用。
【化１】

　［式中、Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３およびＲ４は、互いに独立して、飽和または不飽和の、直鎖
アルキル基または分岐鎖アルキル基である。］
【請求項９】
　請求項１から７のいずれか一項に記載の使用において、有機モリブデン化合物が、下記
の式（ＩＩ）で表されるモリブデンジチオホスフェート類から選択される、使用。
【化２】

　［式中、Ｒ５，Ｒ６，Ｒ７およびＲ８は、互いに独立して、飽和または不飽和の、直鎖
アルキル基または分岐鎖アルキル基である。］
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか一項に記載の使用において、金属表面が合金である、使用。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の使用において、合金が鋼である、使用。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の使用において、合金が、基元素として、錫（Ｓｎ）、鉛（Ｐｂ）、
銅（Ｃｕ）、アルミニウム（Ａｌ）、カドミウム（Ｃｄ）、銀（Ａｇ）または亜鉛（Ｚｎ
）を含む、使用。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の使用において、合金が、鉛（Ｐｂ）および銅（Ｃｕ）を含む、使用
。
【請求項１４】
　請求項１から９のいずれか一項に記載の使用において、ポリマー表面がポリテトラフル
オロエチレンを含む、使用。
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【請求項１５】
　請求項１から１４のいずれか一項に記載の使用において、潤滑剤組成物の、ＡＳＴＭ　
Ｄ４４５規格に準拠して測定される１００℃での動粘度が、５．６～１２．５ｃＳｔであ
る、使用。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１８】
【表２】
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